
選 択 的 夫 婦 別 姓 制 度 を 盛 り 込 ん だ 民 法 改 正 に 反 対 す る 請 願 署 名 
 政 府 は 、 夫 婦 が 別 々 の 姓 を 名 乗 る こ と も で き る 選 択 的 「 夫 婦 別 姓 」 制 度 を 盛 り 込 ん だ 民 法

改 正 案 の 国 会 提 出 を 目 指 し て い ま す 。 
「 夫 婦 別 姓 」 は 、 必 然 的 に 親 子 の 間 で 姓 が 異 な る 「 親 子 別 姓 」 を も た ら し ま す 。 子 供 た ち

が 受 け る 悪 影 響 は は か り 知 れ ま せ ん 。 近 年 、 子 供 の 心 の 荒 廃 が 社 会 問 題 と な り 、 家 族 の 絆 や

家 庭 の 教 育 力 回 復 の 必 要 性 が 求 め ら れ て い ま す が 、 「 夫 婦 別 姓 」 制 度 の 導 入 は 、 全 く 逆 方 向

の 政 策 で す 。 

選 択 的 夫 婦 別 姓 制 度 は 、 家 族 の 間 で 統 一 し た 姓 を 定 め て い る 現 民 法 上 の 家 族 の 原 則 を 崩 壊

さ せ る も の で す 。 私 共 は 、 選 択 的 「 夫 婦 別 姓 」 制 度 の 導 入 に 強 く 反 対 す る と と も に 、 働 く 女

性 の 不 利 益 の 解 消 の た め に は 、 旧 姓 を 通 称 と し て 認 め る こ と が 最 善 で あ る と 確 信 し ま す 。 
 

﹇ 請 願 事 項 ﹈ 

 選 択 的 「 夫 婦 別 姓 」 制 度 を 導 入 す る 民 法 改 正 を 行 う こ と な く 、 婚 姻 時 の 改 姓 に 伴 う 仕 事

上 の 不 利 益 解 消 の た め 、 旧 姓 の 使 用 を 認 め る 関 連 法 整 備 を も っ て 対 処 さ れ ま す よ う 、 強 く

要 望 致 し ま す 。      
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〔 お 願 い 〕 こ の 署 名 用 紙 は 、 右 の 取 扱 い 団 体 ・ 取 扱 者 に お 渡 し い た だ く か 、 ま た は 「 夫 婦 別 姓 に 反 対 し 家 族 の 絆 を 守 る 国

民 委 員 会 」 （ 〒 一 〇 〇 ― 〇 〇 一 四 東 京 都 千 代 田 区 永 田 町 二 ― 九 ― 六 ― 五 〇 一 ） ま で ご 送 付 下 さ い 。 


